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今泉敬忠

(関東学院大学)

一、はしがき

最近の船どみ丞および港の諸施設の狭小ととれに反する船舶の大

型化にとも 左い、船舶が港の諸施設に与える損害が激増 している。

ζ のように船舶が港の施設K与えた損害のために船主が支払わな

ければ念らをい損害賠償金は船舶保険証券中の通常の衝突約款

(COllision Clause主 党は RunningDown Cユause)(注1) 

では担保されず、主 として船主責任相互保険組合 (Protect工on

and工ndemnityAssocia七ionまたは Cユub)(注2)がその保

険を引き受けている。 しか し船舶に関して被保険刺益が診りなが

ら、とういった組合に加入でき左いものが歩る(注3)。 例えば

造船業者とか船舶の修繕業者などでふゐ。をた船主でも所有船を

組合に加入したがら念い場合も歩りうる。とういった場合に対処

するため花、イギリスではロイズ保険者が被保険者の希望によっ

てζ の種の危険を引き受け、まかロンドン保険協会(工nstitute

of London underwriters)の協会造船危険約款 (The Insti-

tute Cユau_ses f or Bui工ders'Risks)や協会係船危険約款

(The Institute port Risks Clauses)には船主責任保険

約款 (protectionand Indemnity C工ause ) (注4)が挿入さ

れてシり、 とき κは通常の協会期間約款(船舶) (The Insti-

tute Time Clauses (Hulls )に も挿入されるととがある。わ
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が国では昭和24年(1949年)まで船主責任相互保険組合は存在

せず、従ってとの種の危険を担保する保険は行われていなかった。

ただ第二次世界大戦前孝る船会社と二，三の保険会社との聞に船

船保険の特約として超過責任額[(ExC 888 Lia bi工工ty)と船員の

死亡がよび傷害の危険が契約されていたととがあるらしい。しか

し残念ながらとのととから船主責任相互保険組合の設立とか、海

上保険会社κよる船主責任保険約款の制定という段階Kは発展し

念かった。大戦後弱体化した海運界の保護育成手段のーっとして

船主責任相互保険組合の設立の必要性が強調され、昭和24年

(HI4<9年)7月1日から日本船主相互補償組合が発足し、更K翌

年 5月船主相互保険組合法が施行された結果、との組合は現在の

日本船主責任相互保険組合に生れ変った。一方海上保険会社側は

組合Kζ の種の危険の担保責任を委ね、現在の和文船舶保険証券

VCfJ船主責任保険約款't;類するものが存在していない。ぞとでと
の時期κ当ってロンドン保険協会制定の船主責任保険約款に関す

る紹介を試みるととにする。

(注1) 今村有博士・海上損害論30 1頁以下、葛城照三博士・イギリス船

舶保険契約論 193頁以下、加藤出作博士・損害保険実務講座第三巻

1 47頁以下、勝呂弘博士・海上保険390頁以下、 Arnould ;On 

The Law Of Marine Insurance And Average (葛城

博士訳 10項以下)、 Dover;AHandbook To Marine In一

surance P. 527 ;Analysis Of Marine Insurance 

Clauses PP. 35，99，225， Templ句n<Jn;Morine Insur一

anc e (葛城博士訳469頁以下)、 Hurd;TheLaw And Prac-

tice Of Marine Insurance(旧版には勝呂博士の訳がある)

p.93等 参照。

(注2) 他の保険の分野と同様にとの分野でもイギリスが発祥地であれDe

Vaux V. Salvador(1836)事件(後出〉の結果制定された2衝
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突約款で担保されない残額のZ を負担するためKいわゆる船主責任保険組

合がで台たといわれている。その後 1862年の会社法に基づいて商事会担り

一種として船舶に関する保険を行う ζとが認められて今日Kいたっている。

わが国では前述のどとく船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)(tL

基づいて設立された日本船主責任相互保険組合がある 。アメリカではとうい

った組合の設立は比較的新ししそれまではもつばらイギリスの組合を利用

していたが、第一次世界大戦中イギリス政府が戦争目的遂行のためイギリス

の組合に対して中立国(当時アメリカは中立国であった)(tL不利な規定を挿

入させたため、アメリカ圏内でも組合設立の要望が起り、 1917年K始めて

設立された。しかし現在では営業保険者がとの分野K相当進出している。ま

たヨーロツパでは、イギリスの活動K刺激されて、ノールウェイ、 スウェー

デン、デンマークの北欧三国が1897年に共同してAssurance Fore-

ningen Skuldを設立している。- Winter ;Marine Insur 

anCe p. 306，Mullins;Marine Insurance Digest 

p. 199， Dover; Handbook p. 505， Hurd p. 94 etc.，勝呂

博士・ 206頁、東京海上 ・海上保険の解説 106頁以下、駒田行雄氏・

P. 1.保険の概要(海運320号 26頁以下)参照。

(注 3) 船主責任相互保険組合K加入で言るのは船舶所有者(裸用船者を含

む)、用船者、回航請負業者などである。なな日本船主責任相互保険組合定

款第2条、第9条参照。

(主主4) Protection and Indemnity Clauseを船主責任保

険約款と訳したが、とiICは内容から判断した訳であって、対象となるのはも

ちろん船主ばかりではないが、との約款で負担される危険は船主責任危険(

いわゆる P.I. Ri sks)ともいいうるものであれをた、船主責任相互保

険組合という名称とも合致すると思う。とれU亡は普から種々の訳が行われて

ビーアイクローズ
来たが、定訳はな〈、実際界ではP.'1". Cl auseといっている。なかイ

ギリスでは Protection と Indemnityというこつの言葉がそれぞ

れ担保範囲を異にするといわれてj:，~ ，I? ¥現Kイギリスの船主責任相互保険組
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合ではProte ct i onの部門と Indemnityの部門に分けて引受け

をしている。例えば、 Doverは前者は船舶の所有権から生じる責任に

関するものを担保し、後者は船舶の使用から生じる責任に関するものを担

保する(H a n d b 00 k p. 5 1 2 )としてなり、また前者は船員旅客の死傷

に対する責任、衝突以外の原因K因り他船辛子よび他船の積荷等に損害を与

えた場合の責任、衝突損害賠償金中保険会社がその1しか填補しない場
合の酌の j、港湾施設等K損害を与えた場合の責任、船骸除去費、異
常検疫等κ関するものであり、後者は大体自船の積荷に損害を与えた場合

の責任であるとする説もある(東京海上・海上保険の解説107頁)が、

とれらの点ははっ台りしてい念い。ただもともとは Protectionとは

船主の利益の保護を意味し、船主が船舶の運航Kともなって生じる第三考

K対する責任なよび船員に対する保護の責任を表わし、 1nd匂nni tyと

は賠償を意味し、船主が運送人という立場上荷主K対し運送人としての過

失K対する責任を表わしたものらしい。イギリス以外の国ではとういった区

別は存在せず、例えばアメリカではとの保険のととをCatch all(何

でもとれる保険)と称している(前掲・駒田氏論文参照)。

二、船主責任保険約款の主左目的

船主責任保険約款いわゆる P. 1.クローズq注左目的は、船舶

の所有者またはその他の利害関係者が当該船舶の過失ある航海ま

たは過失きる管理(negligent naviga tion or management 

(注1)の結果、支払う責めを負わされた損害賠償金のうち、通

常の衝突約款 (注2)では回収され左い部分を損補するととである

(注3)。

(注1) ととにいう管理 (management)とは船長辛子よび海員の船上K

なける器具、例えばポンプ、海水弁等の操作を意味する -Hurd p. 

142参照、。

(注2) 協会期間約款(船舶)中の衝突約款は次の通りである。な辛子協会造

船危険約款なよび協会係船危険約款中の衝突約款は若干とれと異っている
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が、との点K関してはあとで触れる。

"rt is further agreed that if the Vess自1

hereby insured shall COm白 into collisiOn with 

any other vessel and the Assured shall in 

consequence thereof become liabl自七o pay a nd 

sha工1 pay bァ way of damages to anァ oth日r per-

son Or persons any sum or sums in respect of 

such cOllisio~ the Underwrit白rs will pay the 

Assured such proportion of three-fourth白 of

such sum Or sums 自o paid as th白ir resp白ctive

subscriptions her自to bear to the valu白 of th e 

V白 S自由工 h白reby insured， provided alway日 tha t 

their liability in respect of any one such 

cOl1ision sha11 not exceed th白ir proportion-

ate part of thre白-fourth日 of the va1ue of the 

V日sse1 hereby insured， and 士n cases in which 

the 1ibi1ity of the Vesse1 has b円en c 0 n t e s t e d， 

Or proceedings hav白 b自由n taken to limit ユiabiー

ユity with the consent in writing of th白 Under-

writers，七h自Y wi11 a1so pay a 1ike prOportion 

of thre白-fourths of the costs which the Assured 

I3l1n.a.11 th白T白bア incur Or be compe11ed 七o pay; 

but when both vesse1s are to b1ame， thsn un1白 ss

七he 1ibi工ity of the Owner日 of one Or both of 

such vesseユs becom白s 1imi七ed by 1aw， c工aims

under this cユause sha11 be sett1ed on the prin-

cip1e of crOss-1iabi1ities as if the Owners of 

each vessel had been compeユ1ed to pay to the 

Owners of the other of such vesse1s such one-

ha1f Or other proportion of the 1atte~s damー

早ges as may hav白 b自白n proper1y a110wed in ascer-

taining the ba1ance Or sum payab1e by Or to the 
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Assured in consequ白nc白 of s u c h C 0 11 i s i 0 n. 

Provided always that this Clause shall in no 

case extend to any sum which the Assured may 

hecome liable to pay or shall p"y for removal 

of obstructions under statutory powers， for in-
jury 七o harbours，wharves，piers，stages and s.im工1ar

日tructures，or any goods Or property ther唱 on

or on 1 and， consequent upon such coll i s i on : 
。r in respect of the cargo or engagements of 
the insured Vessel， or for loss of life or 

，・・ 11 personal lnJury. 

〔注3) Hurd p. 142， Magee:Generaユ 1n s u r a n c e p. 2 6 6 ， 

Dover:Ana1ysi白 p. 79，ななWinter p. 306， Muユユin日

p. 199参照。

協会期間約款 (船舶)中の通常の衝突約款で填補されるのは、

現実に被保険船舶が他船 と接触した(注1)ζとに因って生じた他

船の蹴失または損傷、他船上の積荷またはその他の財産、他船の

運送賃、旅客運送賃がよび雇用契約、他船上の旅客シよび船員の

身廻品約蹴失さたは損傷等κ関して支払われた損害賠償金の;

と、被此険船舶が全部または一部責任の争る衝突に巻き込まれた

その他の船舶上の上記とどうような損害に関 して支払われた損害

賠償金の~ vc限られている(注2)。
従って五補されかのは、上記の残額である j、死亡または
傷害K対する求償、固定施設、すなわち港の施設等に加えた損害、

衝突の結果生じた障害物を除去する費用率および被保険船舶の他船

との現実の接触はなかったが当該船舶の過失争る航海または過失

歩る管理から生じた損害等である(注3)。ζれ ら衝突約款で損補

されないものは、当該船舶が船主責任相互保険組合に加入 してい

れば当然組合から回収するととができゐものである(注4)。ぞ し
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て当該船舶が組合K加入してい乏い場合に被保険者を組合κ加入

しているのとどうよう左地位に長くのが ζ の船主責任保険約款の

目的左のである 。

(注1) 律喪約款Uてかける衝突の構成要件として、被保険船舶が他船 Can-

oth白r ship Or vessel)と現費犠飢えCactual contact) 

とと、が必要である。とれらわ点K関しては、勝貝博士204頁以下、

葛成博士・船舶 198頁以下、Hurd p. 102参照。

(注2) とれを「子衝突約制 CThree-~ourths Running Down 
3 ~ 1 

clause:Z R.1 0.)といい、残りのーを被保険者に負担さぜて船
4 

舶の航海を慎重κさせようと したのである。従って前十亡のべたようにとれ

が船主責任保険を発生させた要因なのであるが、現在ではロイズあるいは
3 4 

その他の会社保険者がとのー という言穿を ーに変えるか抹消し、また4 ----~ 4 

は船主責任保険約款で引言受けるか、ー船主責任相互保険組合がヲ|台受ける
3 

のが憤行となってなれ従って初期K4"K制限した意味はなくなってい

る一勝呂博士 206頁、葛妓博士・船舶 198頁等参照。

(注3) Hurd p. 142. 

(注4) イギリスの船主責任相互保険組合の担保範囲K関しては後述する。

しかし左がら、船舶を所有 しまたはとれK利害関係歩るいは責

任が歩って、当該船舶の過失ふ る航海または過失診る管理ーから損

害賠償責任を負いなが ら、 船主責任相互保険組合陀加入する資格

がないか、加入したがらないものが診る。例えば造船業者や船舶

の修繕業者左 どであるが、 造船業者に関 しては、 船舶がその管理

下 K 母って船主に引き渡されゐ前、特に進水後は他船と衝突する

ととも李ゐし、また試運転中使用人の過失で第三者に損害を与え

る ζ ともるる。船舶の修繕業者についてもどうようで診る。しか

し造船業者や船舶の修繕業者は組合K加入する 資格が左 〈、ぞの

ため K協会造船危険約款や協会係船危険約款には船主責任保険約

款が挿入されているのである。ぞれから ζ の協会係船危険約款は
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船舶が相当の期間港内で休航し、通常の期間保険証券や航海保険

証券が失効し、しかも当該船船が組合K加入していない場合にも

船主を保護するために使用される。更K船主が当該船舶κっき組

合K加入する資格がないか、加入したがらないような場合、仔11え

ばイギリス船以外の船舶で4ちるとか特殊な貿易K従事している場

合陀は、通常の船舶保険証券κもζ の約款が挿入されるととがき2

る(注1)。しかし協会期間約款(船舶)の場合Kは協会係船危険

約款や協会造船危険約款中の船主責任保険約款のように正式に制

定されたものは左〈、とれらの中の約款を必要に応じて若干変更

して使用すみらしい(注2)。ぎた衝突約款陀関しても協会係船危

険約款がよび協会造船危険約款中の衝突約款は協会期間約款(船

船)中のものと異り、末尾K但し書きあるいは除外条項を排除す

る条項が付加されている(注3)。だから同じ船主責任保険約款を

使用した場合Kは、その損補す之、範囲に相違を生じてくる。

(注1) Hurd p.143. 

(注2) H u r d p. 1 5 0参照。

(注3) 末尾に付加される条項は次の通りである。

Thif' clause sha工1 also ext白nd to any sum 

which the Assured may become liable to pay Or 

shall pay for removal ot obstructions under 

B七a七utorypOwer-s， fOr injury to harbours， Wharves， 

piers， stag白 s，and. simi lar s七ructure自のr f or 

工0日日 of 工if e 0 r p e r s 0 naユ injury consequ白 nt on 

such cOllisiOn. 

三、協会船主責任保険約款の本文

協会係船危険約款では第 11条ないし第 13条、協会造船危険約

款では第 15条会よび第 16条が船主責任保険約款となっているが、

両者の相違は死亡または傷害κ関する一条項だけで他の点ではま
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った〈同旨同文で歩る。 ζ の点K関しては解説のととろで触れる

ζ とKすゐ。下記のものが協会係船危険約款中の船主責任保険約

款で 1942年 8月1日施行されたものである。

11.It is further agreed that if the Assured 

sha工ユ by reason of his interest in the insured 

ship becomeユiab1e to pay and sha工1pay any sum 

Or sums in respect of any responsibi工ity， c1aim， 

demand， damages， and/or expenses arising from or 

occasioned by any of 七he :01ユowingmatters or 

things during the currency of this po1icy， that 

is to say 一一

LOSS of or damage to any other sh工por 

goods， merchandise， freight， or other things Or 

interests whatsoever， on board such other ship， 

caused proximate工y Or otherwise by the ship 

insured in so far as the same is not covered 

by the running down clausG set out above: 

LOSS of or damage to any goods， merclsn-

dise， freight， or other things or interest 

wha tsoever， other 七hanas aforesaid(no七 being

bui1ders' gear or materia1 or cargo on the 

insured ship)， whether on board the insured 

ship or not，which may arise from any cause 

wha.ts oever : 

LOSS of or damage to any harbour， dock 

(graving or otherwise)， slipway， wa~ gridiron， 

pontoon， pler， quay， jetty， s七age，buo~ telegraph 

cable or other fixed Or moveab1e thing what-
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soeve~ Or to any goods Or property in or on 

七hesame howsoever caused; 

Any attempted or actuaユraising， removaユ，

or destruction of 七hewreck of the insured 

ship or the cargo thereOf， or any negユect or 

faiユure to raise， remove， or. destroy the same: 

Any sum or sums for which the Assured 

may becomeユiable or incur from causes not 

hereinbefore spe ci fied， but which are a bsoユutely

Or conditiona工工y recoverabユe from or underー

ta~en by the Liv8rpool and London steamship 

Protection and Indemni七yAssociation， Limi ted， 

anQ/or Nortn of England Protecting and工ndem-

nity Association: 

Loss of Iife or personaI injury or pay-

ments made on account of salvage，whether of 

Iife or property: 

七heunderwriters wiユユ pay the Assured such pro -

por七ionof such sum Or sums so pai~ Or which may 

be required to indemnify thθAssured for such 

工os~ as their respective subscriptions bear七o

the insured vaユueof the vessel hereby insured， 

provided always tha七 the liabiユi七y under 七his

clause， together wi th any ユiabi工工七y there may be 

under C工ause 12， in respect of any one accident 

Or series of accidents arising ou七 ofthe same 

event， sha工1 be limi ted 七o the sum hereby insu~­

ed， but when the liabiユityof the Assured has 



-132 -

been cont8sted w工ththe consent in writing of 

the underwriters， the underwriters will alsO pay 

a 工ike proportion of the costs which the Assur-

ed shaユユ thereby incur or be compeユユedto pay. 

12. This insurance also to pay the expenses， 

a1'ter deduction 01' the proceeds of the sa工一

vage， not recoverab工eunder Clause 11， of the re-

mOvaユof the wreck of the insured vesse工1'rom

any place owned， leas8d Or occupied by the Assured. 

underwriters' liability under this cユause

is su bj ec七七o the limitations in amoun七 provided

in Clause 11. The provisions of that clause re-

garding the payment of工ega工 costs shal工 app工y

aユsOhereto. 

13. Notwi thstanding the provisions 01' Clau-

es 11 and 12， this pol工cyis warranted 1'ree from 

any cユa工m arlslng， 

(a) direc七lyor indirect工y under Wor凶 en's 

compensation Or Employers' Liability Acts and 

any other S七atu七e or under common Law in re-

s~t of accidents to Or illness of workmen 

or any other person employed in any capacity 

whatsoever by 七heassured or others in on or 

abou七 Or 工n connection with the insured ship 

or her cargo materiaユsOr repairs. 

(b) in connection with an occurreDce resuユt-

ing from the operation 01' a peril excepted b~ 

(i) the Free of Capture and seizure Warranty. 
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(ti) the Free of strikes， Riots and Civiユcom-

motions warrant~ 

在会、私訳は次の通りである。

第11条更に次の通.り約束する。被保険者が被保'険船舶につい

て有する彼の利害関係のために、本保険期間中、次の事由K因っ

て生じた一切の責任、求償、要求、損害賠償金主および/もし〈は

費用K関し、歩る金額を支払う責めを負わされて支払わねばなら

ない場合、す左わち一一一

上記衝突約款κよって担保され念い限度で、被保険船舶に近

因しまたは遠因して生じた一切の他船または他船上の貨物、商

品、運送賃あるいはその他一切の他物もし〈は矛IJ益の戯失また

は損傷

原因の如何をとわず、被保険船舶上陀歩ると否とをとわず、

上記以仰の(被保険船船上VLtfる造船業者の施設または材料も

し〈は積荷を除 ()一切の貨物、商品、運送賃歩るいはその他

一切の他物もしくは矛IJ益の蹴失または損傷

原因の如何をとわず、一切の港、船渠(乾船渠たると否とをとわず)

船架、通路、船棚、船橋、埠頭、防波堤、突堤、足場、浮標、

海底電線またはーその他一切の国定あるいは可動物体、もし〈は

上記の物の中毒トるいは上陀歩る一切の貨物または財産の猷失ま

たは損傷

被保険船舶の船骸または同船の積宥rVL関する一切り企図され

たあるいは現実の引揚げ、除去または破壊、もしくは上記の物

を引揚げ、除去しまたは破壊するに当つての過失あゐいは失敗

被保険者が上に特κ記載し左 lハ原因から責めを負いまたは支

出した一切の金額で、絶対的K争るいは条件っきで theLiver-

pool and London steamship Protection and Indem-
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ni七y Associatio~ Limited志および/もしくは Nor七h

of En~land Protecting and Indemnity Associa-

七ionから回収するととができまたは上記二組合によって引き

受けられるもの

死亡または傷害もしくは人命たると財産たふとをとわず救助

のためになされた支払い

保険者等は各自の引受額の被保険船舶の協定保険価額κ対す

る割合で、との種の支払われた金額またはとの種の損害κ対し

被保険者を損補するのに必要左金額を支払うものとする。但し

常に本条 (17基づく責任は第 12条に基づ〈一切の責任と合計し

て、同一事由から生じた一個または一連の事故κ関して保険金

額を限度とする。しかし被保険者の責任が保険者等の書面κよ

る同意を得て係争される場合κは、保険者等はとのためκ被保

険者が支出しまたは支払わされた費用のどうよう左割合をも支

払う。

第四条 本保険契約はまた被保険者により所有され、賃借さ

れまたは占有されている一切の場所から被保険船舶の船骸を除去

する K当って、救助物の売上げ金を控除した後、第11条 K基づ

き回収され念い費用をも支払う。本条K基づく保険者等の責任は

第 11条に定められた金額の情!J限に従うものでふる。訴訟費用の

支払いK関する同条の規定は本条tても適用するもので争ゐ。

第 13条 第 11条がよび第 12条の規定Vてもか Lわらず、本

保険契約は下記の事由κ因って生じる一切の求償を担保しをい。

(a)直接なると間接なるとをとわず、如何在る資格によるとを

とわず、 被保険船舶またはその積荷、材料歩るいは修繕Kつき

もしくは ζれに関連 して被保険者またはその他の人々に使用さ

れる労働者あるいはぞの他一切の人々の事故または疾病κ関し

労働者災害補償法または雇用者責任法シよびその他一切の制定
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法あるいは普通法に基づいて生じた求償

(b)下記免責約款によって除外された危険の作用K起因する事

故に関連して生じた求償

'(i) 捕獲掌捕不担保約款

(ii) 同盟罷業、ー撲暴動不担保約款

四、船主責任保険約款の解説

船主責任保険約款を解説すれば大体次の通りで珍ゐが、との約

款はも ともと衝突約款に関連をもつものでき子夕 、従って衝突約款

から始めるのが本当であるが、 ζれについては過去陀多くの研究

が行たれ ているので、ととでは最小限に とどめることにする。

1. 第 11条の前文は同条の適用範囲の概略を定めている。ま

ずH 工七工sfurther agreed" (更陀次の通 り約束する)とい

う言葉はとの約款が船舶自体の保険契約がよび衝突約款K含まれ

る保険契約と異る男iIの契約で歩るととを示していゐ。従って との

約款が含されている場合K段、保険者は保険証券自体生および衝突

約款に基づき填補するのに加えて更κζ の約款K基づき損補する

とと K 在る (注 1)。場合K よっては一つの事故K関連 して被保

険船舶自体の全損または分損と、衝突約款K よヲて被保険船舶が

相手船K加えた損害の賠償金を場、補し、その上 ζ の約款に基づき

衝突約款で除外された損害も填補しなければ念らない ζ とになり

保険金額の限度をはるかに超えた金額を損補 しなければならない

ととも診る (注2)。

" by reason of his interest in 也 e insured ship" 

(被保険船舶κ関して被保険者が有する利害関係の ために)とい

う言葉は、被保険者が必ずしも当該船舶の船主でなくてもよく、

当該船舶K契約上のまたはその他の関係を有するもので争ればよ

いととを示していゐ(注3)。
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11 become 工iable to pay and sha工1 pay any sum 

or sums" (診る金額を支払う責めを負わされて支払わねばなら

ない)という言葉は第三者κ対する責任を意味し、被保険者自身

に属すゐ財産の損害は除かれる(注4.)。との場合第三者とは衝突

の結果、相手船が更K第三船に損害を与えた場合には、との第三

船も含むので診る(注5)。更に ζの言葉は、保険者の填補責任を

被保険者が衝突損害賠償金支払いの責貯を負うだけで左〈、現実

K支払うとと K も懸らせている。だから被保険者が、衝突の結果

損害賠償をする法律上の責めを負い、実際Kぞれを支払った場合

に限り、保険者の填補責任が生じゐので歩る。との点は衝突約款

とどうようで歩る(注6)。

(注1) との約款K基づ〈契約は衝突約款とどうよう責任保険契約であって

本来の海上保険契約では乏い。

(注2) Hurd p.145，葛城博士、船舶196真。ななAdelaid白 S. 

S. Co. v. A t t orney Genera l 0 n behaユf of the King 

(The Warilda)， (1923JA. c. 292; 28 COIn. Cas. 315; 

1 6 A s P. M. C. 1 7 8 ; Lユ.L. Re p. 549事件参照。

(注3) Hurd p.145. 

(注4) Hurd p.145 

(注5) 被保険船舶が自船の過失で他船に衝突し、ぞの衝突の結果他船が更

に第三船K衝突した事件で、他船ばかりでなく第三船に対する損害賠償金

も衝突約款に基づいて回収するととがで台るという判例がある。一一一一

France， Fenw工ck & C o. V. M a r i n白 Insuranc白 Co.

( 1915)， 3 K. B. 290 ; 19 C OIn. C a s. 446 ; 20 C 0 In. C a s. 

227 ;12 Asp. M. L. C. 544; 13 Asp. M. L. C. 106. 

(注6) 葛奴博士 ・船舶210頁参照。ななDover; Analysis p. 

80参照。

2. 第 11条 1号は、被保険船舶が他船と現実K接触 した場合、

他船会よび他船上の財産話ちるいは利益の威失または損傷に関して
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3 1 
Z衝突約款κ基づき回収できない部分である Z と、現実κ被保
険船舶が他船と接触はしなかったが、同船の過失ある航海または

過失あゐ管理のために他船長よび他船上の財産ま たは利益陀損害

を与えた場合、その損害賠償金の全額を支払う旨を規定 している

(注1)。

衝突約款では原則として保険者の損補責任を生じさせるために

は、被保険船舶が現実K他船と接触したととが必要で争D、例外

として、衝突の相手船が第三船κ損害を与えた場合κ、被保険船

船との接触が念くてもとの第三船K対する損害賠償金を填補する

のであるが、 ζの船主責任保険約款』てよれば、被保険船舶が何ら

現実κ接触するとと左〈、ただ過失ある航海または過失ある管理

の結果他船相互間κ衝突を生じさせた場合にまで保険者の損補責

任を拡大している。従っていわゆる Wash damage(注2)や

crowding damage(注3)も担保されみとと K念る。

(注1) Hurd p. 145. 

(注2) 船舶の起した波浪K因る損害。

(注3) 衝突KよらずK船舶の不当な航海のためK他船間K衝突を生じさせ

た場合の損害。

3. 2号は、被保険船舶の船種 と用途によってその適用範囲が

違ってくる。タ11えば通常c航路κ就航している船船もあるし、建

造中、修繕中ある凶は解体中の船舶の ζ ともある。通常の航路κ

就航している船舶の保険証券κζの約款が挿入されている場合に

は括弧内の除外事項は大した意味をもた左いが、船舶が修繕業者

か造船業者の手κある場合κは 重大な意味をもっ ζ とκなる(注)。

(注) Hurd p. 14<5， Dover;Analysis p.80. 

4. 3号では列挙された物件の損害が、必ずしも被保険船舶に
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因って直接に生じた ζ とを必要としてい左い。 /1 hOWeV.8r 

caused/l (原因の如何を とわず)という 言葉は、被保険船舶の

衝突、過失去る航海または過失彦ゐ管理の結果他船κ損害を与え

た場合はもちろん、 184<7年港湾法(The Harbours， Docks 

and Piers Clauses Ac~ 1847)やその他同種の諸法Kよって

被保険船舶 K過失が念 いにもかかわらず、 港の諸構造物K加えた

損害に対 して船主が責めを負う場合も保険者K よって担保される

ととを明らかK している ので歩る(注1) (注2)。

(注1) Hurd p.146， Dover:Ana:lysis p.80. 

(注2) 本号K夢l挿された物件は訳し分けるととので台るものもあるが、判

別のつかないものもある。とれも英法の並列主義の現われと居われる。衝

突約款の但し書台中に列挙された物件よりずっと多〈、港内にあると考え

られるほとんどすべてのものをあげている。

5. 4号では、その適用が被保険船舶ぎたは同船上の積荷κ限

られている。 ζ の限定は前述 したように、協会係船危険約款会よ

び協会造船危険約款では衝突約款の末尾K付加された条項で、被

保険船舶の過失で衝突 して沈没 した他船の船骸を除去する費用を

担保しているためκ生じたので争ーり (注1)、 従っても し通常の協

会問間約款(船舶 )vcζ の約款が挿入される場合Kは、 ζ の点を

考慮する必要がある (注2)。

(注1) Hurd p.146，DOver;Anaユysi日 p.8U

(注2) 前掲衝突約款参照。

6. 5号では、被保険者が以上に明記されない原因から支払う

責めを負わされあ るいは支払った金額の中、列挙されたこ組合の

一方または双方か ら回収できる金額κも適用すると とを明らかκ

している(注1)。イギリス(lCは現在多数の船主責任相互保険組合
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があるが、その中で上記二組合を争げて凶るととは ζ れらが代表

的左存在であるととを示しているものと思われる(注2)。そ ζで

とれ約款の適用範囲を明確にするためにも必要で珍るので、 ζの

種の組合が負担する危険の中第三者に対する責任に関するものを

取り歩げてみると次の通Dで歩る。念シ前lぐものべたよう Kイギ

リスの組合では Protectionと Indemnityの二部門K分けて

引き受けをしているので歩ゐが、 ζ の分け方が一定していないの

で一括して取り扱う ζ とにする。

イ、死亡きたは傷害 船員、旅客、荷役人夫またはその他の人

々の死亡がよび傷害に対する責任を担保すゐ。

口、衝突危険 衝突約款で担保され念い衝突の結果K対すゐ責

任ま担保する。との中には衝突の結果生じた他船の船骸または同

船上の積荷の難破物の引き揚げ、除去または破壊に要すゐ費用、

更K他船が港の諸施設lぞ加えた損害を含む。

ハ、衝突以外の原因から生じる責任 いわゆるwashdamage 

や Crowdingdamage等が含まれる。

二、積荷危険 自船の積椅の被失または損傷陀対する責任を担

保する。もちろん ζ の場合事故が組合員の現実の過失κ因カまた

は黙認のもとで生じたもので 念い ととが条件で歩る。

ホ、港湾被害の危険 港の諸施設の披失または損傷κ対する責

任を担保する。

へ、難破危険 自船の船骸シよび同船上の積荷の難破物の引き

揚げまたは移動の費用を担保する。

ト、人命シよびその他の救助と共同海損の危険 人命救助K対

する組合員の責任と組合員が支出しなければならない救助料、共

同海損費用書および特別費用で航海の開始の際に船舶を堪航Kする

ために相当な努力をはらうととを怠ったため積荷の刑害関係者か

ら回収できな凶部分を担保する。
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テ、船員の求償 船員の病院に入院する費用、医療費または葬

祭費bよび ζれらの結果で争る送還費は担保される{注3)。

以上簡単κイギリスκキおける船主責任相互保険組合の担保危険

κ触れたがもちろんとれは十分なものでは念〈、アメリカと異り

各組合によって相当な相異が存在する。

(注1) Hurd P. 146. 

(注2) Dover:Analysis p.80. イギリスVL:j;~ける最大の組合は

United Kingdom Mu七ual steamship Associa七ion

L七d.であるが、との二組合も代表的なもので前者は1881年、後者は

1860年K設立されている。な辛子、日本船主責任相互保険組合の定款は

後者の規約を模範として作成されたのである。

(注3) Hurd p. 147， Dover:Handbook p.515 日t s eqq. ， 

MUllins p.199 et seqq. 

7. 6号は協会造船危険約款では11 but exc工udinglOss 

of life and personal injury' (但し死亡または傷害を除

< )となってシD、との協会係船危険約款よ D狭〈在っている。
11 Or payrcents made on acccun七 of salvage，wheth-

er of 証工fe Or proper七y' (あるいは人命または財産のいず

れたるとをとわず、救助のためκなされた支払い)という言葉は

恐らく、人命救助の報酬としてあるいは人命シよび財産の救助の

報酬として左された支払いで争って、通常の船舶がよび積荷保険

証券では回収され左いもののととを指しているものと思われる (注)。

(注) Hurd p. 146， Dover:Analysis 弘 8O. 

8. 第11条の後文は、前半で保険者の填補の限度を示し、保険

者の引受額の被保険船舶の協定保険価額κ対する割合で被保険者

。支払った金額あるいは損害 を損補するととを規定している。ま

た後半では訴訟費用κ関し、被保険者の責任が係争された場合K、
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保険者の書面κよる同意があれば ζれも上記の割合で支払う ζ と

を定めている{注)。

(注〉 一時との約款に基づ〈保険者の責任K制限のない時代も存tEした

(Dover ;Anaユysi s p. 80)。

9. 第 12条では難破物の除去κ関し、第 11条で与えられた

保護の範囲を、その難破物が被保険者κょタ所有され、または占

有 された財産の上κ横たオ?っている場合にまで拡張 している(注)。

(注) Hurd p. 146， Dover;Analysis p.80. 

10. 第 13条はA号では直接在ると間接在る とをとわず雇傭者

責任法等κ基づいて生じる一切の求償を除外 している。更κB号

では捕獲牟捕不担保約款 (注1)がよひ・同盟罷業ー撲暴動不担保不J

款 (注2)で除供された危険K関連の歩る求償を除タtしている(注3)。

B号はこの約款の初期の様式κは存在しなかったもので Ade-

ユaide S七eamshipco. ~ The crown(The Warilda)事件

(注4<) の結果挿入されたものである。同事件では衝突約款は保

険証券中の主たる契約を補足する契約であるから、捕獲掌捕不担

保約款は衝突約款Kは適用 しないと判決された。との約款は衝突

約款 とどう よう補足的念契約であるため、捕獲季捕不担保約款会

よび同盟罷業ー挟暴動不担保約款を適用するためには、特月IIVC挿

入するととが必要なので るる。

(注1) 葛城博士・船舶323頁以下参照。

(注2) 葛妓博士・船舶406頁以下参照。

(注3) Hurd P. 146. 

(注4) (1923 J A. C. 292 ; 1 6A s p. M. L. C. 178. 

以上が船主責任保険約款の概略であるが、協会係船危険約款の
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船主責任保険約款で去るが、協会造船危険約款中のとの約款とは

前κ指摘したよう K大きな相違は左いが、 ζれが協会期間約款(

船舶 )κ挿入された場合Kはぞの適用範囲が異ってくる。すなわ

ち、第 11条前文 1号はI! in so far as 七he same is 

not covered by the r.、unningdown cユause set out 

a bove I! (上記衝突約款κよって担保され左い限度で)適用され

るからである。衝突約款の広狭の差がとと K現われるので争る。

従って協会期間約款(船舶 )vcζ の約款が挿入される場合κは、

この点も考慮する必要がある。

五、む すび

以上、述べてきた船主責任保険約款はほんのータI¥VCすぎず、他

κも種々存在する。伊iIえば第 13条 B号の効果を排除するものも

使用される ζ とがある。アメリカではとの分野ではすでκ一つの

約款としてではなく、一つの保険契約として通常の船舶保険証券

と別個の保険証券となっている場合が多い。をた組合と営業保険

者で使用される保険証券も賦課徴集の部分が異なるだけといって

よ〈、むしろイギリスよりも整理されているように思われる。わ

が国でとの種の保険を行えるのは、現在の日本船主責任相互保険

組合のような船主相互保険組合法κよって設立された相互組合か、

保険業法により免許を受けた相互会社または株式会社か、あるい

は外国保険事業者に関する法律によ D免許を受けたものに限られ

ている。これからの外国保険者の進出を考え、また経済社会が急

速に進歩発達するκつれて、更κ社会的な立法の制定 K従い、と

れからも船主が船舶の運航κともなって生じる責任の範囲は拡大

してゆくのでるるから、 ζ の際κわが国の営業保険者もとの種の

保険若手・るいは約款を制定使用するととを考えてもよいのではない

かと思う。




